
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
扶
助
等
の
た
め
の
介
護
機
関
を
指
定
し
た
件

四
二
七

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
事
業
所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が

あ
っ
た
件

四
二
八

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出

が
あ
っ
た
件

四
二
八

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
事
業
者
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出

が
あ
っ
た
件

四
二
九

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
三
件

四
二
九

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

四
三
〇

○
福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
指
定
し
た
件

四
三
〇

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

四
三
〇

○
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
件

四
三
〇

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件
二
件

四
三
一

○
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
件
二
件

四
三
三

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
指
定
し
た
旨
報
告
が

あ
っ
た
件

四
三
四

○
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
と
し
て
指
定
し
た
件

四
三
四

告

示

福
島
県
告
示
第
四
百
五
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
（
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立

の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
介
護
扶
助
及
び
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居

宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
、
福
祉
用
具
の
給
付
、
介
護
予
防
若
し
く
は
介
護
予
防

支
援
計
画
の
作
成
又
は
介
護
予
防
福
祉
用
具
の
給
付
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

事
業
所
の

事
業
所
の

事
業
者
の
事
業
者
の
主
た
る

サ
ー
ビ
ス

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称
事
務
所
の
所
在
地

の
種
類

サ
ン
プ
ラ
ス
須
賀
川
市
南
町

有
限
会
社
サ

須
賀
川
市
南
町
九

平
成
二
八
年

居
宅
療
養

調
剤
薬
局

九
三

ン
プ
ラ
ス

三

四
月
一
日

管
理
指
導

介
護
予

防
居
宅
療

養
管
理
指

導

す
み
れ
薬
局
須
賀
川
市
宮
先

有
限
会
社
フ

須
賀
川
市
本
町
四

同

日

同

町
二
五
―
一

ジ
薬
局

七

薬
局
ア
ッ
プ
伊
達
市
保
原
町

株
式
会
社
ア
ッ

東
京
都
江
戸
川
区

同

年

同

ル
ケ
ア
ネ
ッ
大
泉
字
大
地
内

プ
ル
ケ
ア
ネ
ッ
西
小
岩
五
―
一
八
―

二
月
一
日

ト
保
原
店

一
一
四
―
一

ト

六

石
神
デ
イ
サ
ー
南
相
馬
市
原
町

社
会
福
祉
法

南
相
馬
市
原
町
区

同

年

通
所
介
護

ビ
ス
セ
ン
タ
ー

区
大
木
戸
字
西

人
南
相
馬
福

高
見
町
二
―
七
○

五
月
二
五
日

介
護
予

原
七
一
―
一

祉
会

防
通
所
介

護

ハ
ー
モ
ニ
ー
会
津
若
松
市
一

社
会
福
祉
法

郡
山
市
緑
ヶ
丘
東

同

年

小
規
模
多

松
長

箕
町
松
長
五
―

人
心
愛
会

六
―
二
六
―
二

四
月
一
四
日

機
能
型
居

一
一
―
三
一

宅
介
護

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

介
護
予

防
小
規
模

多
機
能
型

居
宅
介
護

───────────────────────────────────────────────────────────
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介
護
予

防
認
知
症

対
応
型
共

同
生
活
介

護

ハ
ー
モ
ニ
ー
耶
麻
郡
磐
梯
町

同

同

同

日

介
護
予
防

磐
梯

大
字
磐
梯
字
山

小
規
模
多

道
三
六
六

機
能
型
居

宅
介
護

介
護
予
防

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

ハ
ー
モ
ニ
ー
耶
麻
郡
猪
苗
代

同

同

同

日

小
規
模
多

猪
苗
代

町
字
城
南
一
三

機
能
型
居

一
―
一

宅
介
護

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

介
護
予

防
小
規
模

多
機
能
型

居
宅
介
護

介
護
予

防
認
知
症

対
応
型
共

同
生
活
介

護
（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
五
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次

の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
の
事
業
所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

事

業

所

の

名

称

事
業
者
の

事
業
者
の
主
た
る

事
業
所
の
所
在
地

名

称

事
務
所
の
所
在
地

変

更

前

変

更

後

ド
レ
ミ
薬
局

フ
ァ
ー
コ
ス
薬
局

福
島
市
南
沢
又
字

株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区

ド
レ
ミ

上
並
松
二
三
―
二
―

フ
ァ
ー
コ

神
田
練
塀
町
六
八
―

二

ス

一

ム
ラ
タ
ヤ
ビ

ル
二
階（

社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
五
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次

の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
の
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

事

業

所

の

所

在

地

事
業
者
の

事
業
者
の
主
た
る

事
業
所
の
名
称

名

称

事
務
所
の
所
在
地

変

更

前

変

更

後

南
東
北
福
島
訪
問

福
島
市
八
木
田
字

福
島
市
南
沢
又
字

一
般
財
団

郡
山
市
八
山
田
字

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

中
島
一
一
二
―
二

曲
堀
東
二
三
―
二

法
人
脳
神

中
島
七
―
一
一
五

ン
結

オ
フ
ィ
ス
マ
テ

経
疾
患
研

リ
ア
ル
二
階

究
所

ア
ッ
プ
ル
介
護
サ
ー

福
島
市
鎌
田
字
卸

福
島
市
鎌
田
字
卸

有
限
会
社

福
島
市
鎌
田
字
御

ビ
ス

町
一
五
―
四
ウ
ィ

町
一
七
―
七

ネ
ッ
ト
ワ
ー

仮
家
四
九

ル
福
島
第
五
ビ
ル

ク
調
剤

二
階

居
宅
介
護
支
援
事

福
島
市
南
矢
野
目

福
島
市
笹
谷
字
中

株
式
会
社

福
島
市
飯
坂
町
平

業
所
よ
つ
葉

字
鵯
目
五
○
―
三

條
一
七
―
三

よ
つ
葉
介

野
字
林
添
七
一
―

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



平成28年７月12日 火曜日 福 島 県 報 第2812号429
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護
セ
ン
タ
ー

一

合
同
会
社
カ
ー
ム

須
賀
川
市
茶
畑
町

須
賀
川
市
浜
尾
字

合
同
会
社

須
賀
川
市
浜
尾
字

し
あ
わ
せ
本
舗

六
四
―
一

前
田
一
一
五
―
一

カ
ー
ム
し

前
田
一
一
五
―
一

あ
わ
せ
本

舗

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
五
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次

の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
の
事
業
者
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

事
業
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

事
業
者
の

事
業
所
の
名
称
事
業
所
の
所
在
地

名

称

変

更

前

変

更

後

つ
る
が
薬
局

会
津
若
松
市
一
箕
町

株
式
会
社

会
津
若
松
市
中

会
津
若
松
市
桧
町

鶴
賀
字
堤
二
―
六
七

医
健

央
一
―
五
―
二

一
―
二
九

西
部

九

第
二
ビ
ル

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
六
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
喜
多
方
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
八
年
七
月
十
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
熱
塩

喜
多
方
市
山
都
町
一
ノ
木

変
更
前

七
・
五
〜

一
○
三
・
五

加
納
山
都

字
飯
豊
山
乙
四
七
三
一
番

一
二
・
七

西
会
津
線

三
二
九
林
班
と
二
小
班
地

先
か
ら

変
更
後

八
・
五
〜

一
○
三
・
五

同

市
山
都
町
一
ノ
木

三
二
・
五

字
飯
豊
山
乙
四
七
三
一
番

三
二
九
林
班
と
二
小
班
地

先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
六
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
八
年
七
月
十
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
国
見

伊
達
市
片
町
五
○
番
地
先

変
更
前

六
・
四
〜

二
三
・
○

福
島
線

か
ら

一
一
・
六

同

市
片
町
四
八
番
一
地

先
ま
で

変
更
後

六
・
四
〜

一
七
・
○

八
・
八

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
六
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
八
年
七
月
十
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
八
年
七
月
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄
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変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

伊
達
市
岡
前
一
○
番
一
地

変
更
前

一
一
・
四
〜

三
二
二
・
四

三
九
九
号

先
か
ら

一
五
・
四

同

市
片
町
二
○
番
七
地

先
ま
で

変
更
後

一
一
・
六
〜

三
二
二
・
四

二
○
・
六

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
六
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
会
津
若

松
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
八
年
七
月
十
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
会
津
若
松
三
島
線

河
沼
郡
柳
津
町
大
字
久
保
田
字
大
廻
戸

平
成
二
八
年
七
月
一
二
日

一
七
六
七
番
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
久
保
田
字
大
廻
戸

二
二
一
五
番
四
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
六
十
四
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
八
年
七
月
一
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
所
の
名
称

及
び
所
在
地

片
桐

一
利

福
島
市
西
中
央
五
丁

平
成
二
八
年
七
月
一
日
か
ら

フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
福

目
五
七
番
一

平
成
三
三
年
三
月
三
一
日
ま
で

島
大
森
下
町
店

福
島
市
大
森
字
下
町
一

一
番
地

（
出
納
総
務
課
）

公

告

公
告
第
百
八
十
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
一
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ル
ワ
ン
ダ
の
教
育
を
考
え
る
会

三

代
表
者
の
氏
名

永
遠
瑠

マ
リ
ー
ル
イ
ズ

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
福
島
市
野
田
町
四
丁
目
八
番
二
十
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

（
変
更
前
）
こ
の
法
人
は
、
戦
争
で
心
身
共
に
傷
つ
い
た
ル
ワ
ン
ダ
の
子
供
達
に
対
し
て
、
教
育

の
機
会
を
与
え
、
民
族
や
宗
教
政
治
思
想
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
人
ら
し
く

生
き
て
い
く
た
め
の
様
々
な
教
育
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
ル
ワ
ン
ダ
の
平
和
と

発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
変
更
後
）
こ
の
法
人
は
、
多
く
の
尊
い
人
命
が
失
わ
れ
た
ル
ワ
ン
ダ
の
内
戦
を
歴
史
の
教
訓
と

し
て
、
「
教
育
は
平
和
と
発
展
の
鍵
」
と
い
う
理
念
の
も
と
、
未
来
を
担
う
ル
ワ
ン
ダ

の
子
ど
も
達
に
対
し
て
、
広
く
教
育
の
機
会
を
与
え
、
民
族
や
宗
教
政
治
思
想
に
と
ら

わ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
人
ら
し
く
生
き
て
い
く
た
め
の
様
々
な
教
育
支
援
に
関
す
る

事
業
を
行
い
、
世
界
の
平
和
と
発
展
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
そ
の
理
念
を
広
め
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

(文
化
振
興
課
）

公
告
第
百
八
十
一
号

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
肥
料
の

登
録
の
有
効
期
間
を
次
の
と
お
り
更
新
し
た
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

保
証
成
分
量

（％

）

更
新
し

登
録
番
号

肥
料
の

肥
料
の

そ
の
他
氏
名
又

た
登
録

窒
素

り
ん

加
里

住
所
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（福
島
県

）

種
類

名
称

の
規
格
は
名
称

の
有
効

全
量

酸
全

全
量

期
限

量

７
７
５

混
合
有

混
合
有

3.0
3.0

－
含
有
を
ミ
ズ
ホ
茨
城
県
平
成
31

機
質
肥

機
質
肥

許
さ
れ
ユ

キ
土
浦
市
年
７
月

ー
料

料
デ
コ

る
有
害
有
限
会
中
都
町
２
日

ム
成
分
の
社

一
丁
目

最
大
量

5508番
及
び
そ

地
の
他
の

制
限
事

項
は
、

公
定
規

格
の
と

お
り
。

７
７
６

な
た
ね

５

．

０
5.0

2.0
1.0

該
当
事
株
式
会
福
島
県
平
成
34

油
か
す

な
た
ね

項
な
し

社
満
田
会
津
若
年
７
月

。
及
び
そ

油
か
す

屋
松
市
大
２
日

の
粉
末

粉
末

町
一
丁

目
１
番

25号

（
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
）

公
告
第
百
八
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

土
地
改
良
区
の
名
称

棚
倉
町
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

鈴
木

正
男

東
白
川
郡
棚
倉
町
大
字
金
沢
内
字
中
背
戸
続
六
〇
番
地
一

同

金
澤

誠
資

同

郡
同

町
大
字
八
槻
字
下
馬
橋
七
二
番
地
二

同

菊
地

弘
美

同

郡
同

町
大
字
八
槻
字
高
渡
一
五
五
番
地
二

同

佐
川

昭
也

同

郡
同

町
大
字
北
山
本
字
平
塩
一
六
五
番
地
一

同

石
井

博

同

郡
同

町
大
字
寺
山
字
豊
岡
八
六
番
地

同

和
田

收

同

郡
同

町
大
字
流
字
中
豊
三
三
番
地

同

富
岡

敏
雄

同

郡
同

町
大
字
山
際
字
屋
敷
前
五
八
番
地

同

緑
川

一
清

同

郡
同

町
大
字
大
梅
字
大
岩
平
二
七
三
番
地

同

菊
地

良
達

同

郡
同

町
大
字
逆
川
字
屋
敷
二
九
番
地

同

須
藤

俊
一

同

郡
同

町
大
字
堤
字
岩
井
戸
一
番
地
三

同

薄
井

喜
雄

同

郡
同

町
大
字
堤
字
羽
黒
東
三
六
番
地

同

小
林

達
郎

同

郡
同

町
大
字
一
色
字
ニ
シ
キ
牧
四
六
番
地

同

石
井

克
一

同

郡
同

町
大
字
福
井
字
宇
井
前
六
六
番
地
一

同

兼
子

和
憲

石
川
郡
浅
川
町
大
字
簑
輪
字
坂
ノ
前
四
七
番
地

同

白
瀬

清

同

郡
同

町
大
字
滝
輪
字
森
下
一
番
地

同

八
木
沼

政
昭

同

郡
同

町
大
字
小
貫
字
新
屋
敷
一
四
番
地

監
事

金
澤

武
市

東
白
川
郡
棚
倉
町
大
字
下
山
本
字
六
角
堂
三
四
番
地
二

同

松
本

一
伺

同

郡
同

町
大
字
玉
野
字
天
屋
敷
九
番
地

同

須
藤

謙
一

石
川
郡
浅
川
町
大
字
浅
川
字
背
戸
谷
地
一
六
四
番
地
の
一
九

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

鈴
木

正
男

東
白
川
郡
棚
倉
町
大
字
金
沢
内
字
中
背
戸
続
六
〇
番
地
一

同

金
澤

誠
資

同

郡
同

町
大
字
八
槻
字
下
馬
橋
七
二
番
地
二

同

小
峰

勝
吉

同

郡
同

町
大
字
八
槻
字
豊
作
一
四
六
番
地
一

同

藤
田

賢
一

同

郡
同

町
大
字
中
山
本
字
高
瀬
一
〇
〇
番
地
一

同

石
井

博

同

郡
同

町
大
字
寺
山
字
豊
岡
八
六
番
地

同

和
田

收

同

郡
同

町
大
字
流
字
中
豊
三
三
番
地

同

岩
本

文
男

同

郡
同

町
大
字
富
岡
字
田
中
前
一
八
番
地

同

緑
川

一
清

同

郡
同

町
大
字
大
梅
字
大
岩
平
二
七
三
番
地

同

薄
井

喜
雄

同

郡
同

町
大
字
堤
字
羽
黒
東
三
六
番
地

同

須
藤

俊
一

同

郡
同

町
大
字
堤
字
岩
井
戸
一
番
地
三

同

鈴
木

正
利

同

郡
同

町
大
字
天
王
内
字
屋
敷
二
〇
番
地

同

薄
井

喜
一

同

郡
同

町
大
字
一
色
字
ニ
シ
キ
牧
一
八
番
地

同

松
本

一
伺

同

郡
同

町
大
字
玉
野
字
天
屋
敷
九
番
地

同

兼
子

俊
幸

石
川
郡
浅
川
町
大
字
簑
輪
字
坂
ノ
前
四
一
番
地

同

白
瀬

清

同

郡
同

町
大
字
滝
輪
字
森
下
一
番
地

同

大
河
内

清
美

同

郡
同

町
大
字
太
田
輪
字
二
渡
二
一
番
地

監
事

梶

和
夫

東
白
川
郡
棚
倉
町
大
字
流
字
豊
都
二
一
番
地

同

片
野

健
一

同

郡
同

町
大
字
福
井
字
宇
井
前
五
八
番
地
五

同

酒
井

秀
忠

石
川
郡
浅
川
町
大
字
滝
輪
字
森
下
一
九
番
地

（
農
村
計
画
課
）

公
告
第
百
八
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
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と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

土
地
改
良
区
の
名
称

そ
う
ま
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

立
谷

秀
清

相
馬
市
中
村
字
川
原
町
四
三
番
地

同

加
藤

憲
郎

相
馬
郡
新
地
町
杉
目
字
五
郎
四
郎
一
五
番
地

同

坂
本

正
美

相
馬
市
岩
子
字
坂
脇
七
三
番
地

同

木
口

仁

同

市
石
上
字
箒
平
一
一
八
番
地

同

目
黒

清
明

相
馬
郡
新
地
町
杉
目
字
飯
樋
六
番
地

同

目
黒

正
一

相
馬
市
黒
木
字
町
六
〇
番
地
の
二

同

佐

裕
一

相
馬
郡
新
地
町
大
字
福
田
字
鉄
炮
町
一
二
八
番
地

同

佐
畑

幸
一

相
馬
市
成
田
字
大
作
一
六
番
地

同

佐

保
彥

同

市
坪
田
字
八
幡
前
一
四
八
番
地

同

天
沼

一
郎

同

市
日
下
石
字
高
根
沢
七
〇
六
番
地

同

堀
内

義
幸

同

市
磯
部
字
手
ノ
沢
三
二
八
番
地

同

渡
部

義
明

同

市
中
野
字
北
川
原
八
八
番
地

同

渡
邊

精
一

同

市
山
上
字
遠
藤
一
四
四
番
地

同

屋
仲

敏
行

同

市
日
下
石
字
石
橋
一
〇
番
地

同

小
野
内

善
彥

同

市
程
田
字
朝
日
前
一
三
一
番
地

監
事

林

成
德

相
馬
郡
新
地
町
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公 告 第 １ ８ ４ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 脱 水 汚 泥 処 分 業 務 （ 県 中 浄 化 セ

ン タ ー ） の 委 託 に つ い て 、 次 の と お り 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体
の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 37 2号 。 以 下 「 特
例 政 令 」 と い う 。 ） 第 1 2条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 3 9年 福 島 県 規 則 第 1 7号 ） 第 2 74条 の
1 1第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 2 8年 ７ 月 1 2日
福 島 県 県 中 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所 長 青 山 徹

１ 随 意 契 約 に 係 る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 予 定 数 量
脱 水 汚 泥 処 分 業 務 （ 県 中 浄 化 セ ン タ ー ） 5 , 5 0 0ｔ

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 公 所 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 県 中 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所 福 島 県 郡 山 市 日 和 田 町 字 山 ノ 井 ５ 番 地

３ 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 日
平 成 2 8年 ５ 月 2 5日

４ 随 意 契 約 の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所
オ リ ッ ク ス 資 源 循 環 株 式 会 社 埼 玉 県 大 里 郡 寄 居 町 大 字 三 ケ 山 3 1 3番 地

５ 随 意 契 約 に 係 る 契 約 金 額
3 4 , 3 4 4円 （ １ ｔ 当 た り ）

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
随 意 契 約

７ 随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由
特 例 政 令 第 1 1条 第 １ 項 第 １ 号 該 当

（ 総 務 課 ）

公 告 第 １ ８ ５ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 脱 水 汚 泥 収 集 運 搬 業 務 （ 県 中 浄

化 セ ン タ ー ） の 委 託 に つ い て 、 次 の と お り 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共
団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2号 。 以 下
「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 1 2条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 3 9年 福 島 県 規 則 第 1 7号 )第 2 7 4
条 の 1 1第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 2 8年 ７ 月 1 2日
福 島 県 県 中 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所 長 青 山 徹

１ 随 意 契 約 に 係 る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 予 定 数 量
脱 水 汚 泥 収 集 運 搬 業 務 （ 県 中 浄 化 セ ン タ ー ） 5 , 5 0 0ｔ

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 公 所 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 県 中 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所 福 島 県 郡 山 市 日 和 田 町 字 山 ノ 井 ５ 番 地

３ 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 日
平 成 2 8年 ５ 月 2 5日

４ 随 意 契 約 の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所
株 式 会 社 リ サ イ ク ル 事 業 団 埼 玉 県 吉 川 市 大 字 加 藤 6 2 9番 地 １

５ 随 意 契 約 に 係 る 契 約 金 額
9 , 7 2 0円 （ １ ｔ 当 た り ）

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
随 意 契 約

７ 随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由
特 例 政 令 第 1 1条 第 １ 項 第 １ 号 該 当

（ 総 務 課 ）

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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